
 

 

計 画 書 
 

石巻広域都市計画土地区画整理事業の決定 

[東松島市復興整備計画（東松島市決定）] 

 

都市計画野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業を次のように決定する。 

 

名   称 野蒜北部丘陵地区被災市街地復興土地区画整理事業 

面   積 約 91.2 ha 

種別 名  称 

幹線道路 3･4･111野蒜 1号線 

幹線道路 3･5･112野蒜 2号線 

これらについては、別に都市計画にお

いて定めるとおりとする。 

道 路 

１ 標準幅員の設定方針 

主として住居系の土地利用を計画していることから、標準幅員は６ｍ

とする。 

２ 配置の方針 

周辺道路網との整合を図りながら、幹線道路を配置し、さらに、幹線

道路を補完するための区画道路（幅員9ｍ～12ｍ）を配置する。また、JR

仙石線（仮称）新東名駅及び（仮称）新野蒜駅に隣接して駅前広場の整備

を行う。区画道路については、街区構成及び各宅地への交通サービスに留

意しながら適宜配置する。その他、歩行者の安全で快適な歩行空間を確保

するため特殊道路を適正に配置する。 

公園及び緑地 

街区公園を誘致距離等に配慮しながら配置し、地区面積の３％以上かつ計画

人口当たり３㎡以上を確保する。なお、本地区は特別名勝松島に位置づけられ

ていることから、景観に配慮するため、森林法に基づいた緑地を地区外周に確

保するとともに、特に地区南側の既存緑地を事業区域に編入し積極的な緑地保

全に努める。 

公 
 

共 
 

施 
 

設 
 

の 
 

配 
 

置 

その他の公共施設 

上水道は、地区内各戸の需要に対応し、石巻地方広域水道企業団により供給

できるように道路下に給水管を布設し、全戸に供給できるよう計画する。 

雨水排水は、道路側溝により野蒜運河及び松島湾へ放流する。汚水の整備に

ついては、道路計画に併せて管渠を埋設する。 

宅 地 の 整 備 

被災者の速やかな生活基盤の形成のため、東北地方太平洋沖地震による津波

の浸水被害を生じなかった高台地域に住宅の供給を行う。地区の中心に住宅用

地及び公共施設を配置し、また、地区の東西に災害公営住宅を、（仮）新東名

駅周辺に商業施設を配置する。 
 

「施行区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

本地区は、東松島市復興まちづくり計画において東名運河以南及び東名運河以北の市街地

住民の集団移転先として位置づけられていることから、土地区画整理事業区域約 91.2ha につ

いて都市計画決定を行うものである。 
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計画書 

 

石巻広域都市計画被災市街地復興推進地域の変更 

[東松島市復興整備計画（東松島市決定）]  

 

都市計画東松島野蒜地区被災市街地復興推進地域を次のように変更する。 

 

名  称 東松島野蒜地区被災市街地復興推進地域 

位  置 

新東名一丁目、新東名二丁目、新東名三丁目、新東名四

丁目、野蒜字北赤崎、野蒜字西余景、大塚字北林下、野

蒜字亀岡、野蒜字北大仏及び野蒜字北余景の全部並びに

大塚字長石、野蒜字北針生、野蒜字下沼、野蒜字南赤

崎、野蒜字南針生、野蒜字南余景、野蒜字大関、野蒜字

大茂倉、野蒜字寺沢、野蒜字後沢、野蒜字上山ノ坊及び

大塚字大東の一部 

面  積 約２０２．４ha 

緊急かつ健全な復興を図るための市街

地の整備改善の方針 

 当地区では、土地区画整理事業等により、地域の安全

性と利便性に配慮した道路網の構築、避難施設等の適正

な配置を行うとともに、奥松島の自然景観と調和した公

園・緑地を整備し、災害に強い健全で良好な市街地の形

成を図る 

被災市街地復興特別措置法第７条の規

定による制限が行われる期間満了の日 
平成２５年３月１０日 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理  由 

 

 本地域は、東日本大震災により地域内の建物の大部分が壊滅的な被害を受けており、早期

の復興が必要である。 

 復興にあたり、土地区画整理事業を実施するため、その区域に合わせて被災市街地復興推

進地域を変更する。 
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石巻広域都市計画道路の変更（東松島市決定） 
[東松島市復興整備計画（東松島市決定）]  

 
都市計画道路を次のように変更する。 
 

名  称 位  置 区 域 構   造 
種
別 番号 路線名 起 点 終 点 

主 な 
経過地 

延 長 
構 造 
形 式 

車 線 
の 数 

幅 員 
地表式の区間における

鉄道等との交差の構造 

備 考 

3･4･111 野蒜１号線 
東松島市大

塚字大東 
東松島市野

蒜字後沢 
東松島市野

蒜字大茂倉 
約 1,820m 地表式 ２車線 １８m  

車線の数の内訳  ２車線 約 1,820m  

東松島市大

塚字大東 
東松島市野

蒜字後沢 
東松島市野

蒜字大茂倉 

約 1,820m 地表式  

１８m 

・県道奥松島松島公

園線と平面交差 
・ (予)野蒜２号線と
２箇所で平面交差 
・市道台前・亀岡線

及び大茂倉・長居視

線と平面交差 

構造形式の内訳 

なお、東松島市野蒜字後沢地内に(仮)新野蒜駅前広場を設ける。(面積(A)＝約 2,000㎡) 

新規 
決定 

3・5・
112 

野蒜２号線 東松島市大

塚字大関 
東松島市野

蒜字大茂倉 
東松島市野

蒜字大茂倉 
約 800m 地表式 ２車線 １４m  

車線の数の内訳  ２車線 約 800m  

東松島市大

塚字大関 
東松島市野

蒜字大茂倉 
東松島市野

蒜字大茂倉 

約 800m 地表式  １４m ・ (予)野蒜１号線と
２箇所 (始点・終点 )
で平面交差 

構造形式の内訳 

なお、東松島市野蒜字大茂倉地内に(仮)新東名駅前広場を設ける。(面積(A)＝約 2,000㎡) 

新規 
決定 

3･4･109 上河戸下浦線 
東松島市小

松字上浮足 
東松島市大

曲字堰南 
東松島市小

松字上浮足 
約 2,040m 地表式 ２車線 １６m  

車線の数の内訳  ２車線 約 2,040m  

東松島市小

松字上浮足 
東松島市大

曲字堰南 
東松島市小

松字上浮足 

約 2,040m 地表式  

１６m 

・3･4･104 矢本小松
線と平面交差 
・3･5･105 矢本中央
線と平面交差 
・3･4・110 東矢本
駅前線と平面交差 

構造形式の内訳 

 

路線の

延伸・

追加 

3･4･110 東矢本駅前線 
東松島市矢

本字下浦 
東松島市矢

本字下浦 
東松島市矢

本字下浦 
約 130m 地表式 ２車線 １８m  

車線の数の内訳  ２車線 約 130m  
東松島市矢

本字下浦 
東松島市矢

本字下浦 
東松島市矢

本字下浦 
約 130m 地表式  １８m ・3･4･109 上河戸下

浦線と平面交差 
構造形式の内訳 

なお、東松島市矢本字下浦地内に(仮)東矢本駅前広場を設ける。(面積(A)＝約 2,000㎡) 

新規 
決定 

3･5･105 矢本中央線 
東松島市矢

本字蜂谷浦 
東松島市小

松字稔田 
東松島市矢

本字関の内 
約 1,780m 地表式 ２車線 １５m  

車線の数の内訳  ２車線 約 1,780m  
   

約 1,780m 

地表式  

１５m 

・3･4･109 上河戸下
浦線と平面交差 
・ＪＲ仙石線と平面

交差 

幹

線

街

路

構造形式の内訳 

 

交差点

拡幅に

伴う一

部追加 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 
理由 

都市計画道路３・５・１１０号線ほか４路線を上記のように追加・延伸する。 
本路線は 3.11 東日本大震災に伴う被災地の移転先として整備される区域内の幹線道路

として整備を行うものである。 
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計 画 書 

 
石巻広域都市計画土地区画整理事業の決定 

[東松島市復興整備計画（東松島市決定）] 
 

 
都市計画東矢本駅北地区被災市街地復興土地区画整理事業を次のように決定する。 

名   称 東矢本駅北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

面   積 約 22.7 ha 

種別 名  称 

幹線道路 3･4･110 東矢本駅前線 

幹線道路 3･4･109 上河戸下浦線 

幹線道路 3･5･105 矢本中央線 

これらについては、別に都市計

画において定めるとおりとする。 

道路 
１ 標準幅員の設定方針 

住居系の土地利用を計画していることから、標準幅員は６ｍとす

る。 

２ 配置の方針 

周辺道路網との整合を図りながら幹線道路を配置し、JR 仙石線東

矢本駅北側に隣接して駅前広場の整備を行う。区画道路について

は、街区構成及び各宅地への交通サービスに留意しながら適宜配置

する。その他、歩行者の安全で快適な歩行空間を確保するため特殊

道路を適正に配置する。 

公園及び緑地 
街区公園を誘致距離等に配慮しながら配置し、地区面積の３％以上か

つ計画人口当たり３㎡以上を確保する。 

公  

共  

施  

設  

の  

配  

置 

その他の公共施設 

上水道は、地区内各戸の需要に対応し、石巻地方広域水道企業団によ

り供給できるように道路下に給水管を布設し、全戸に供給できるよう計

画する。 

雨水排水は、道路側溝により調整池へ貯留したのち、渋抜排水路へ放

流する。汚水の整備については、道路計画に併せて管渠を埋設する。 

宅 地 の 整 備 

被災者の速やかな生活基盤の形成のため、東北地方太平洋沖地震によ

る津波の浸水被害が少なかった地域に住宅の供給を行う。地区西側の幹

線道路沿いに災害公営住宅を配置し、他を被災者用住宅地として整備す

る。 
 
「施行区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

本地区は、東松島市復興まちづくり計画において大曲浜地区及び浜須賀地区の集団移転先として

位置づけられていることから、土地区画整理事業区域約 22.7ha について都市計画決定を行うもの

である。 
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